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１．はじめに

　2006年の国連総会で採択され，2008年に発効した障
害者の権利に関する条約（以下，障害者権利条約）に基
づき，各国でインクルーシブ教育に関する様々な取組が
行われている。
　日本は2014年にこの「障害者権利条約」を批准し10

年が経過した。2022年 8月には，スイスのジュネーブで，
障害者権利条約の日本の建設的対話が開かれ，同年9月
に国連障害者権利委員会から日本政府へ総合所見（勧告）
が出され，教育分野においてもさらなるインクルージョ
ンが求められている。
　本稿は，インクルーシブ教育に関する国際的動向や障
害のある子どもの教育に関する日本国内の動向を概観し，
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さらには，欧米諸国の取組について諸研究や事例等を踏
まえながら，今後の日本におけるインクルーシブ教育の
推進について考察することを目的とする。
　なお，本文中で，例えば，障害のある子どもが通う学
校について，養護学校，特殊学校，特別支援学校，特別
な学校等，異なる標記をしているが，基本的に当時の呼
称や引用した文献の表記に従うこととした。

２．インクルーシブ教育の国際的動向

２．１　�サラマンカ声明（宣言）以前の国連での子ど
もの権利に関する歴史的変遷

　サラマンカ声明（宣言）以前の国連での子どもの権利
に関する歴史的変遷は，以下のとおりである。

　1948年国連総会で採択された世界人権宣言第26章1
項において，「すべて人は，教育を受ける権利を有する」
と規定されている。1959年，国連総会において「児童の
権利に関する宣言」が採択された。さらには，その20年
後の1979年を「国際児童年」として定め，改めて世界の
子どもの問題を考え，解決に向けて取り組もうという意
識を高め，子どもの人権を包括的に保障するための枠組
み作りが本格化した。1989年国連総会にて「児童の権利

に関する条約（子どもの権利条約）」が採択され，1990
年に発効した。日本は，1994年にこの「子どもの権利条
約」を批准した。この条約の第29条において児童の教育
は「児童の人格，才能並びに精神的及び身体的な能力を
その可能な最大限度まで発達させること」を指向すべき
であると規定された。さらに第23条において，「締約国
は，精神的又は身体的な障害を有する児童が，その尊厳
を確保し，自立を促進し及び社会への積極的な参加を容
易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきで
あることを認める」とし，障害のある子どもの社会への
参加にむけた方向性が示された。（外務省（2007）児童
の権利に関する条約1）参照）
　1990年，タイのジョムティエンで「万人のための教
育世界会議」が開催され，「万人のための教育（EFA: 
Education for All）」をスローガンとして，全ての人に基礎
教育を提供することを世界共通の目標とするという国際
的コンセンサスが形成された。
　1993年に国連総会で決議された「障害者の機会均等
化に関する基準規則」の規則6教育では，「政府は障害
を持つ児童・青年・成人の統合された環境での初等・中
等・高等教育機会均等の原則を認識すべきである。政
府は障害を持つ人の教育が教育体系の核心であることを
保障すべきである。」とし，「多様な障害を持つ人のニー
ズを満たすためのアクセシビリティと支援サービスが提
供されるべきである。」や「義務教育を実施している国
では，最重度の障害を含め，あらゆる種類とあらゆる程
度の障害を持つ女子・男子に教育が提供されるべきであ
る。」とも記載されている。（障害保健福祉研究情報シス
テムWebサイトに掲載された長島修氏訳2）参照）

２．２　�サラマンカ声明以後の国連でのインクルー
ジョンに関する歴史的変遷

　サラマンカ声明以後の国連でのインクルージョンに関
する歴史的変遷は，以下のとおりである。

表１　国連での子どもの権利に関する歴史的変遷

年 国際的動向 備考
1948年 世界人権宣言 すべて人は，教育を受け

る権利を有する
1959年 児童の権利に関する

宣言
子どもは子どもとしての
権利を有する

1979年 国際児童年 世界の子どもの問題を考
え，解決に向けて取り組
もうという意識を高め，
子どもの人権を包括的に
保障するための枠組み作
りが本格化

1989年 児童の権利に関する
条約（子どもの権利
条約）
※1994年日本批准

障害のある子どもの社会
への参加にむけた方向性
が示される

1990年 万人のための教育世
界会議

万人のための教育（EFA: 
Education for All）
全ての人に基礎教育を提
供することを世界共通の
目標とする

1993年 障害者の機会均等
化に関する基準規則

義務教育を実施している
国では，最重度の障害を
含め，あらゆる種類とあ
らゆる程度の障害を持つ
女子・男子に教育が提供
されるべきである

表2　国連でのインクルージョンに関する歴史的変遷

年 国際的動向 備考
1994年 サラマンカ声明 インクルージョン，イン

クルーシブ教育の捉え方
を宣言

2000年 万人のための教育
（EFA）ダカール行動
枠組み

EFAに向けて，国際社会
が教育分野で取り組む具
体的目標の設定

2006年 障害者権利条約
※2014年日本批准

障害者の権利の実現のた
めの措置など

2015年 持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ

地球上の「誰一人取り残さ
ない（leave no one behind）」
ことを誓う
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２．３　�特別なニーズ教育における原則，政策，実践
に関するサラマンカ声明ならびに行動の枠組み

　1994年にユネスコとスペイン政府がスペインのサラマ
ンカ開催した特別なニーズ教育に関する世界会議におい
て，「特別なニーズ教育における原則，政策，実践に関
するサラマンカ声明ならびに行動の枠組み（Salamanca 
Statement on principles, Policy and Practice in Special Needs 
Education and a Framework for Action）」が採択された。こ
の「サラマンカ声明」はインクルーシブ教育を国際的に
初めて明示した文書であった（嶺井，2021）3）。下記の
ように教育におけるインクルージョン，インクルーシブ
教育の捉え方を宣言している。
・ すべての子どもは誰であれ，教育を受ける基本的権利
をもち，また，受容できる学習レベルに到達し，かつ
維持する機会が与えられなければならず，
・ すべての子どもは，ユニークな特性，関心，能力及び
学習のニーズをもっており，
・ 教育システムはきわめて多様なこうした特性やニーズ
を考慮にいれて計画・立案され，教育計画が実施され
なければならず，
・ 特別な教育的ニーズをもつ子どもたちは，彼らのニー
ズに合致できる児童中心の教育学の枠内で調整する，
通常の学校にアクセスしなければならず，
・ このインクルーシブ志向をもつ通常の学校こそ，差別
的態度と戦い，すべての人を喜んで受け入れる地域社
会をつくり上げ，インクルーシブ社会を築き上げ，万
人のための教育を達成する最も効果的な手段であり，
さらにそれらは，大多数の子どもたちに効果的な教育
を提供し，全教育システムの効率を高め，ついには費
用対効果の高いものとする。

　さらに，各国政府に対しては，以下を要求し，勧告し
ている。
・ 個人差もしくは個別の困難さがあろうと，すべての子
どもたちを含めることを可能にするよう教育システム
を改善することに，高度の政治的・予算的優先性を与
えること，
・ 別のようにおこなうといった競合する理由がないかぎ
り，通常の学校内にすべての子どもたちを受け入れる
という，インクルーシブ教育の原則を法的問題もしく
は政治的問題として取り上げること，
・ デモンストレーション・プロジェクトを開発し，また，
インクルーシブ教育に関して経験をもっている国々と
の情報交換を奨励すること，
・ 特別な教育的ニーズをもつ児童・成人に対する教育設
備を計画・立案し，モニターし，評価するための地方

分権化された参加型の機構を確立すること，
・ 特別な教育的ニーズに対する準備に関する計画・立案
や決定過程に，障害をもつ人びとの両親，地域社会，
団体の参加を奨励し，促進すること，
・ インクルーシブ教育の職業的側面におけると同じく，
早期認定や教育的働きかけの方略に，より大きな努力
を傾注すること，
・ システムを変えるさい，就任前や就任後の研修を含め
教師教育計画は，インクルーシブ校内における特別な
ニーズ教育の準備を取り扱うことを保障すること。

（国立特別支援教育総合研究所訳　サラマンカ声明4）参照）

２．４　�「万人のための教育（EFA）」ダカール行動枠
組み

　2000年にセネガルのダカールで開催された世界教育
フォーラムでは，「万人のための教育（EFA）」ダカール
行動枠組みが採択され，国際社会が教育分野で取り組む，
以下の具体的目標が設定された。
（1） 最も恵まれない子供達に特に配慮を行った総合的な

就学前保育・教育の拡大及び改善を図ること。
（2） 女子や困難な環境下にある子供達，少数民族出身の

子供達に対し特別な配慮を払いつつ，2015年までに
全ての子供達が，無償で質の高い義務教育へのアク
セスを持ち，修学を完了できるようにすること。

（3） 全ての青年及び成人の学習ニーズが，適切な学習プ
ログラム及び生活技能プログラムへの公平なアクセ
スを通じて満たされるようにすること。

（4） 2015年までに成人（特に女性の）識字率の50％改善
を達成すること。また，全ての成人が基礎教育及び
継続教育に対する公正なアクセスを達成すること。

（5） 2005年までに初等及び中等教育における男女格差を
解消すること。2015年までに教育における男女の平
等を達成すること。この過程において，女子の質の
良い基礎教育への充分かつ平等なアクセス及び修学
の達成について特段の配慮を払うこと。

（6） 特に読み書き能力，計算能力，及び基本となる生活
技能の面で，確認ができかつ測定可能な成果の達成
が可能となるよう，教育の全ての局面における質の
改善並びに卓越性を確保すること。

（文部科学省（2001）国際教育協力懇談会第3回懇談会
資料2別紙1 5）参照）

２．５　障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）
　障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し，障害
者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として，障
害者権利条約が2006年に国連総会において採択され，
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2008年に発効した。日本は2007年に条約に署名し，2014
年に批准した。この条約の第24条は教育に関するもので
あり，以下のように規定されている。

第24条　教育
　締約国は，教育についての障害者の権利を認める。締
約国は，この権利を差別なしに，かつ，機会の均等を基
礎として実現するため，障害者を包容するあらゆる段階
の教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び
生涯学習は，次のことを目的とする。
　（a ）人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値につい
ての意識を十分に発達させ，並びに人権，基本的自
由及び人間の多様性の尊重を強化すること。

　（b ）障害者が，その人格，才能及び創造力並びに精神
的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達
させること。

　（c ）障害者が自由な社会に効果的に参加することを可
能とすること。

2　締約国は，1の権利の実現に当たり，次のことを確
保する。
　（a ）障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排
除されないこと及び障害のある児童が障害に基づい
て無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育か
ら排除されないこと。

　（b ）障害者が，他の者との平等を基礎として，自己の
生活する地域社会において，障害者を包容し，質が
高く，かつ，無償の初等教育を享受することができ
ること及び中等教育を享受することができること。

　（c ）個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
　（d ）障害者が，その効果的な教育を容易にするために
必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。

　（e ）学問的及び社会的な発達を最大にする環境におい
て，完全な包容という目標に合致する効果的で個別
化された支援措置がとられること。

（外務省（2014）障害者の権利に関する条約　第24条6）

より一部抜粋）

２．６　�持続可能な開発目標（Sustainable Development 
Goals: SDGs）

　持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定さ
れたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015
年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択され
た「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載
された，2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す
国際目標である。17のゴール・169のターゲットから構
成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓っている（外務省，2015）7）。
　この持続可能な開発のための2030アジェンダにおい
て，教育に関しては，以下のように記載されている。
　我々は就学前から初等，中等，高等，技術，職業訓練
等のすべてのレベルにおける包摂的で公正な質の高い教
育を提供することにコミットする。性，年齢，人種，民
族，に関係なくすべての人々が，また障害者，移民，先
住民，子供，青年，脆弱な状況下にある人々が社会へ
の十全な参加の機会を確保するために必要とされる技能
や知識を獲得するめの生涯学習の機会を有するべきであ
る。安全な学校及び結束力のある地域社会や家族等を通
じ，国が人口ボーナスを享受できるようにすることによ
り，我々は，子供や若者に彼らの権利と能力を完全に実
現するための育成環境を提供するよう努める。
（外務省（2015）持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

（和文仮訳）8）より一部抜粋）
　17のゴールのうち，目標4が教育に関するものとなっ
ており，「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育
を確保し，生涯学習の機会を促進する」ことが目標に掲
げられている。

２．７　�2020年ユネスコのグローバル エデュケー
ション モニタリング レポート

　2020年ユネスコに設置された独立チームにより発行さ
れた「グローバル エデュケーション モニタリング レポー
ト」において，「インクルージョンと教育」がテーマと
なった。そこで記された主要なメッセージは以下である。
・ アイデンティティ，バックグラウンド，そして能力は教
育の機会を左右する。
・ 差別，ステレオタイプ化，偏見のメカニズムは，排除
の危機に直面しているすべての学習者にとって似通っ
たものである。
・前進は見られるが，多くの国々では取り残された人々
に関するデータの収集や報告，データの活用が行われ
ていない。

・何百万人もの人々が学ぶ機会を逃している。
・教育におけるインクルージョンにとって重要な障壁は，
その達成が可能で望ましいものであるという信念の欠
如である。

・一部の国々がインクルージョンへ移行する一方，分離
教育はいまだ広く行われている。

・財政は最もそれを必要とする人たちを対象とする必要がある。
・教員，教材，学習環境は多様性を受け入れることの利
点を無視していることが多い。

（ユネスコ（2020）グローバル エデュケーション モニタリ
ング レポート概要（日本語サマリー）9）より一部抜粋）
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３．日本におけるインクルーシブ教育の動向

３．１　�特殊教育から特別支援教育，障害者権利条約
批准までの歴史的変遷

　日本における障害のある子どもの教育に関する歴史的
変遷は，以下のとおりである（文部科学省（2017）10）及
び田中ら（2019）11）参照）。

３．２　日本におけるインクルーシブ教育システム
　日本においては，障害者権利条約の批准に向けて，
2012年に文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科
会12）より，「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教
育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」
が示された。本報告では，「共生社会」，「共生社会の形
成に向けたインクルーシブ教育システム」の考え方や，
「インクルーシブ教育システムの定義」等について，以下

表３　日本における障害のある子どもの教育に関する歴史的変遷

年 日本国内の動向 備考
1878年

（明治11年）
京都盲唖院設立 日本で最初の盲・聾教育機関

1923年
（大正12年）

盲学校及び聾唖学校令制定 全国に盲・聾学校の設置を義務化

1941年
（昭和16年）

国民学校令公布・施行 身体虚弱児，知的障害児の学級・学校の編成

1946年
（昭和21年）

大和田国民学校に養護学級が開設 戦後最初の特殊学級の復興

1947年
（昭和22年）

教育基本法・学校教育法の公布 盲学校・聾学校・養護学校への就学の義務化。ただし重度の障害者に対
しては就学免除・就学猶予の措置が執られ，ほとんどの場合就学が許可
されなかった

1979年
（昭和54年）

養護学校就学義務化（及び訪問教育の本格
実施）

前年に就学猶予，就学免除が原則として廃止されたことにより，重度重
複の障害者も養護学校に入学できるようになる。一方普通学級からの障
害児の排除も見られた

1993年
（平成5年）

学校教育法施行規則の一部改正 「通級による指導」制度化

2002年
（平成14年）

学校教育法施行令の改正 就学制度改正により，就学基準に該当する児童生徒について，その障害
の状態に照らし，就学に係る諸事情を踏まえて，小学校又は中学校にお
いて適切な教育を受けることができる特別の事情があると市町村の教育
委員会が認める場合には，小・中学校に就学させることができるよう就学
手続を弾力化

2005年
（平成17年）

発達障害者支援法制定 すべてのライフステージにおいて，発達障害のある方の自立及び社会参
加に資するようその生活全般にわたる支援をはかり，もってその福祉の増
進に寄与すること

2006年
（平成18年）

学校教育法施行規則の一部改正 通級による指導の対象は，自閉症と情緒障害が分けられるとともに，LD，
ADHDが新たな対象となる

2006年
（平成18年）
2007年

（平成19年）

学校教育法等改正
特別支援教育の本格的実施

・「特殊教育」から「特別支援教育」へ 
・盲・聾・養護学校から特別支援学校 
・特別支援学校のセンター的機能
 ・小中学校等における特別支援教育など

2007年
（平成19年）

障害者権利条約署名 インクルーシブ教育システムの理念，合理的配慮など

2009年
（平成21年）

文部科学省初等中等教育局長通知（平成21
年2月3日付け20文科初第1167号）

特別支援学級の対象に自閉症を明記

2011年
（平成23年）

障害者基本法改正 障害者権利条約への対応
（十分な教育が受けられるようにするため可能な限り共に教育を受けられ
るよう配慮，本人・保護者の意向を可能な限り尊重など）

2012年
（平成24年）

中央教育審議会初等中等教育分科会報告 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特
別支援教育の推進
（就学相談・就学先決定の在り方， 合理的配慮，多様な学びの場の整備，
教職員の専門性向上など）

2013年
（平成25年）

障害者差別解消法制定 合理的配慮提供の法的義務など
就学制度改正（「認定就学」制度廃止，総合的判断（本人･保護者の意向
を可能な限り尊重）など）

2014年
（平成26年）

障害者権利条約批准 －
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のように記載されている。
・「共生社会」とは，これまで必ずしも十分に社会参加
できるような環境になかった障害者等が，積極的に参
加・貢献していくことができる社会である。それは，
誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，人々の多
様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会であ
る。このような社会を目指すことは，我が国において
最も積極的に取り組むべき重要な課題である。 

・障害者の権利に関する条約第24条によれば，「インク
ルーシブ教育システム」（inclusive education system，署
名時仮訳：包容する教育制度）とは，人間の多様性の
尊重等の強化，障害者が精神的及び身体的な能力等を
可能な最大限度まで発達させ，自由な社会に効果的に
参加することを可能とするとの目的の下，障害のある
者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり，障害のあ
る者が「general education system」（署名時仮訳：教育
制度一般）から排除されないこと，自己の生活する地
域において初等中等教育の機会が与えられること，個
人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とさ
れている。 

・共生社会の形成に向けて，障害者の権利に関する条約
に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要で
あり，その構築のため，特別支援教育を着実に進めて
いく必要があると考える。 

・インクルーシブ教育システムにおいては，同じ場で共
に学ぶことを追求するとともに，個別の教育的ニーズ
のある幼児児童生徒に対して，自立と社会参加を見据
えて，その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指
導を提供できる，多様で柔軟な仕組みを整備すること
が重要である。小・中学校における通常の学級，通級
による指導，特別支援学級，特別支援学校といった，
連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくこと
が必要である。

３．３　�「インクルーシブ教育システム」と「インクルー
シブ教育」の定義

　上述のとおり，日本において「インクルーシブ教育シ
ステム」とは，主に「障害のある者とない者がともに学
ぶ仕組み」と捉えられている。一方で，サラマンカ声明
にも記されているとおり，国際社会において「インクルー
シブ教育」は障害に限ったものではない。さらに，原田
（2016）13）は，日本のインクルーシブ教育は障害を個人
モデルとして捉え，サラマンカ声明のいうインクルーシ
ブ教育は障害を社会モデルとして捉えているとし，両者
の根底にあるモデルの違いを指摘している。「個人モデ
ル」（または，「医学モデル」）は，障害を器質的・生物学

的な意味における障害（impairment）と結び付けて捉え
ようとする考え方で，「社会モデル」は，障害を社会現象
（disability）として捉え，その原因を学校や社会の中にあ
るバリアに求める考え方である。
　石谷ら（2024）14）は，「日本ではインクルーシブ教育
を障害児教育の延長上に議論することが多い。しかし，
インクルーシブ教育とは障害だけでなく社会的・文化
的・宗教的な背景や階層，性別，性的指向性などを理由
に人と人のとの間に境界線を引かず，等しくその価値を
認める態度であり多様な教育的ニーズを持つすべての子
どもたちを包摂する。」と述べている。
　インクルーシブ教育については，多様な定義，捉え方
が存在するが，黒田（2007）15）は，「世界銀行，ユネス
コの主要文書からは，全ての学習者はそれぞれ個別の教
育ニーズを有しているという基本的な認識の上に，イン
クルーシブ教育を，学習者の障害をも含んだ多様性を積
極的に評価し，これを教育の質の改善にもつなげられる
ように，障害児のみではなく，全ての学習者を巻き込ん
で，教育システム全体を変革していく過程である，とい
う定義が読み取れる」としている。
　また，眞城（2021）16）は，「インクルージョンには全世
界で統一された制度的定義が存在しない」と指摘した上
で，「教育におけるインクルージョンについて日本や北欧
の現在の学校教育制度の構築状況を背景にして端的に定
義すれば以下のように表現することができる。すなわち，
教育におけるインクルージョンとは“教育的ニーズの多
様性を包含する範囲を拡大するプロセスであり，それを
その方向性を持った学校制度の継続的改善と変容の過程
に位置付けた状態”である。」としている。さらに，「教育
におけるインクルージョンの考え方の重要性は，既存の
教育制度を前提にするのではなく，つねに現在の学校制
度を問い直しながら子どもの教育的ニーズの多様性を包
含する方策を模索し続けることこそにある」としている。

３．４　�国連障害者権利委員会による対日審査の総合
所見（勧告）

　2022年 8月に，スイスのジュネーブで，障害者権利条
約の日本の建設的対話が開かれ，同年9月に国連障害者
権利委員会から日本政府へ勧告（総括所見）が出された。
教育に関する記載は以下のとおりである。

委員会は，以下を懸念する。 
　（a ）医療に基づく評価を通じて，障害のある児童への
分離された特別教育が永続していること。障害のあ
る児童，特に知的障害，精神障害，又はより多くの
支援を必要とする児童を，通常環境での教育を利用
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しにくくしていること。また，通常の学校に特別支
援学級があること。

　（b ）障害のある児童を受け入れるには準備不足である
との認識や実際に準備不足であることを理由に，障
害のある児童が通常の学校への入学を拒否されるこ
と。また，特別学級の児童が授業時間の半分以上を
通常の学級で過ごしてはならないとした，2022年に
発出された政府の通知。

　（c ）障害のある生徒に対する合理的配慮の提供が不十
分であること。

　（d ）通常教育の教員の障害者を包容する教育（インク
ルーシブ教育）に関する技術の欠如及び否定的な態
度。

　（e ）聾（ろう）児童に対する手話教育，盲聾（ろう）
児童に対する障害者を 包容する教育（インクルーシ
ブ教育）を含め，通常の学校における，代替的及び
補助的な意思疎通の様式及び手段の欠如。

　（f ）大学入学試験及び学習過程を含めた，高等教育に
おける障害のある学生の障壁を扱った，国の包括的
政策の欠如。

　障害者を包容する教育（インクルーシブ教育）に対す
る権利に関する一般的意見第4号（2016年）及び持続可
能な開発目標のターゲット4.5及び 4（a）を想起して，
委員会は以下を締約国に要請する。 
　（a ）国の教育政策，法律及び行政上の取り決めの中で，
分離特別教育を終わらせることを目的として，障害
のある児童が障害者を包容する教育（インクルーシ
ブ教育）を受ける権利があることを認識すること。
また，特定の目標，期間及び十分な予算を伴い，全
ての障害のある生徒にあらゆる教育段階において必
要とされる合理的配慮及び個別の支援が提供される
ことを確保するために，質の高い障害者を包容する
教育（インクルーシブ教育）に関する国家の行動計
画を採択すること。

　（b ）全ての障害のある児童に対して通常の学校を利用
する機会を確保すること。また，通常の学校が障害
のある生徒に対しての通学拒否が認められないこと
を確保するための「非拒否」条項及び政策を策定す
ること，及び特別学級に関する政府の通知を撤回す
ること。 

　（c ）全ての障害のある児童に対して，個別の教育要件
を満たし，障害者を包容する教育（インクルーシブ
教育）を確保するために合理的配慮を保障すること。

　（d ）通常教育の教員及び教員以外の教職員に，障害者
を包容する教育（インクルーシブ教育）に関する研

修を確保し，障害の人権モデルに関する意識を向上
させること。 

　（e ）点字，「イージーリード」，聾（ろう）児童のため
の手話教育等，通常の教育環境における補助的及び
代替的な意思疎通様式及び手段の利用を保障し，障
害者を包容する教育（インクルーシブ教育）環境に
おける聾（ろう）文化を推進し，盲聾（ろう）児童
が，かかる教育を利用する機会を確保すること。 

　（f ）大学入学試験及び学習過程を含め，高等教育にお
ける障害のある学生の障壁を扱った国の包括的政策
を策定すること。

（外務省（2022）障害者権利委員会による第1回政府報告
に関する総括所見（和文仮訳）17）より一部抜粋）

　窪島（2023）18）は，インクルージョン概念をめぐる障
害者権利条約そのものと権利委員会の齟齬について次の
ように指摘する。「障害者権利条約は，特殊学校・特殊
学級など障害児の特別の制度について肯定も否定もして
いない。つまり判断は保留され，加盟諸国に委ねられた
ともいえる。にもかかわらず，権利委員会は，フル・イ
ンクルージョンの立場から「勧告」を発出した」。前述し
た，日本における障害のある子どもの教育に関する歴史
的変遷からも明らかなように，日本は1878年に盲・聾教
育機関が誕生し，特殊教育から特別支援教育と発展する
過程において，重度重複障害児に対しても教育を保障す
るよう制度を整えてきた。窪島（2023）18）は，こうした
世界的に見ても早くから重度の障害児の教育保障に取り
組んできた日本の歴史的経過からも，重度の障害のある
子どもや発達障害の子どもをそのニーズに応じて特別な
条件と専門性を持って教育的に指導することが必要であ
るということについて一定の価値意識が国民に形成され
ていると指摘するとともに，日本におけるインクルージョ
ンについて「特殊教育を排除するフル・インクルージョ
ンではなく，特殊教育を内包するインクルージョンとし
て現実的に発展する展望を持つことができる」と述べて
いる。
　日本のインクルーシブ教育を検討する上で，他国の取
組について知ることは必要である。青山（2022）19）は，
「インクルーシブ教育は様々な要素が複合的に織りなす
重層的な取組である。日本型インクルーシブ教育の構
築を目指し今後検討すべき論点として，通常の教育と
の「融合」や通常の教育の改革を基盤とした取組，こ
れまでの日本における取組の中で何が起きているのかを
明らかにする具体的な検討そして他国の取組をこれらの
論点と重ね合わせて検討することを抽出した。これらの
論点についてこれからの研究を進めていくことが課題で
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ある。」と述べている。他国の取組について，Meijerら
（1994）20）は，諸外国のインクルーシブ教育に向けたア
プローチについて，3つのタイプに分類している。まず，
①非分離を強調した単線型政策のイタリア，スウェーデ
ンである。また，②大規模な特殊学校システムである複
線型政策のオランダ，ドイツ，ベルギーである。そして，
③柔軟な教育システムである多線型政策のデンマーク，
イギリス，アメリカ合衆国である。
　そこで，上記①からイタリア，②からオランダ，③か
らアメリカ合衆国を選択し，それぞれの動向や特徴的な
取組について概観する。

４．欧米諸国におけるインクルーシブ教育の展開

４．１　イタリアの動向
　橋本（2021）21）や藤原（2010）22）によると，イタリア
においては1960年代末の社会運動の高まりを背景に，学
校教育における障害児の分離についての議論が高まっ
た。加えて，1970年代に入ると法改正が行われ，1975年
当時教育省補佐官であったフランカ・ファルクッチ氏よ
りファルクッチ特別委員会が設立され，新しい学校の在
り方についての報告の後，1977年法律517号により小中
学校障害児学級の廃止とそれに伴う学級編成，教員配
置，学校への専門職介入等の施策が規定された。藤原
（2010）22）は，この“特殊学級の廃止”が法制化された
法律517号について，「ここで注意したいのは，義務教育
として20年代に認定されていた通常の学校に設置されて
いた聾学級（1928年 4月26日第1297法）及び盲聾の学
童の義務教育（1928年 2月5日第577法第175条）の廃
止と，全ての子どもの通常学級学習権保障であり，“特
殊学級の禁止ではない”という点である。とはいえ既に
保障されていた特定の障害者の義務教育に関する法を廃
案にし，障害のある全ての子どもに学習権を認め，それ
は通常の学級で実行されるとしたことで，これまで認知
されていなかった障害のある子どもにも門戸が開かれた
のである。結果，通常の学校では特殊学級が編成されず，
通常の学校で他の生徒と同様に学ぶことを希望する子ど
もは，直接通常の学級に入り，希望しない子どもは既成
機関で学習生活を送るようになる。」と述べている。橋本
（2021）21）は，「イタリアにおいては一貫して国レベルで
教育におけるインクルージョンが展開され，現在も障害
の程度及び種別にかかわらず，すべての児童生徒は通常
学級で学習することが原則となっている。」と述べ，加え
て，「学級編成については，障害のある児童生徒が在籍
する学級では児童生徒数が20人以下に規定されており，
障害のある児童生徒が在籍する学級では，授業において

教科教師と支援教師の2人で，20人以下の児童生徒を指
導する。」と説明している。

４．２　オランダの動向
　ドイツで始まりオランダで広がった，一人ひとりを尊
重しながら自律と共生を学ぶオープンモデルの教育，イ
エナプランがある。椎野ら（2014）23）によると，イエナ
プランは，1920年代にドイツのペーター・ペーターセン
によって創始され，1960年代にオランダで全国的に紹介
され，1970年代以降オランダ教育改革の代表的なモデル
とされるほどの影響力を持つようになった。さらに，椎
野ら（2014）23）はイエナプラン教育の特徴について次の
4つを示している。①子どもたちがアクティブであること，
②子どもたちが一緒に仕事（work）＝学習をすること，
③異年齢（3学年）のグループを作ること，④生きる学
びを行うことである。特に③ 3学年の異年齢グループを
作ることについては，「学校は小さな社会である。違う年
齢の子どもが一緒にいることで，小さいとはどういうこ
とか，できないとはどういうことかを学ぶ。同学年の中
では強くなく，できないことがある子どもも，下の学年
の子を世話する中では自分は色々なことができるのだと
わかる。3学年にすることで子どもたちはじっくりお互
いに知り合うことができ，1年ごとにメンバーが入れ替
わってもクラスの文化が保持される」とその意義につい
て説明している。こうしたイエナプランを行っている学
校を実際に訪問した久保（2008）24）は，日本の子どもた
ちの様子を現地の子どもたちの様子を比較した上で，イ
エナプラン教育について，「イエナプラン教育は，子ども
をユニークなかけがえのない価値を持つ個として尊重す
るところから始まる。そして，個が尊重される共同社会
の形成をめざして働く人間を育成する場所として学校は
存在している。だから，生徒と生徒，教師と生徒が，相
互に尊重しあう環境をつくりながら，個の自立を育むこ
とと，他者との関係の在り方を学ばせることが，教育活
動全体を通して行われていた。」と述べている。

４．３　アメリカ合衆国の動向
　アメリカ合衆国では，「1965年初等中等教育法」の改
正法として，2015年に「全ての生徒が成功するための教
育法」（Every Students Succeeds Act: ESSA）が再認可され
た。この法律は，①経済的に不利な子ども，②人種・民
族グループ，③障害のある子ども，④英語学習者といっ
た不利な立場に置かれた子ども達の教育格差を是正し，
教育の機会均等をめざしている。また，この法律では，
障害のある子どもを初等中等教育法の説明責任を制度に
組み込み，教育成果の向上を求めている。（中略）
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　アメリカ合衆国では，障害のある子どもに対しては，
連邦法によって無償で適切な教育を行う場合，「最少制
約環境」の条項に基づき，可能な限り障害のある子ども
が障害のない子どもと共に教育を行うことが目指されて
いる。このため，障害等のある子どもの95%が，「通常
の学校（regular school）」に就学しており，残りの5%の
子ども達は，「特別な学校（special school）」，「寄宿施設」，
「家庭・病院」，「矯正施設」等で教育を受けている。ア
メリカ合衆国では，個別教育計画（Individual Education 
Plan: IEP）を策定する時に，子どもが週に何時間（どの
割合で）を通常の学級で過ごし，障害に応じた特別な指
導を何時間受けるのかが明記される。
（国立特別支援教育総合研究所（2019）諸外国における
インクルーシブ教育システムに関する動向―令和元年度

国別調査から―25）より一部抜粋）

５．インクルーシブ教育に関する考察及び今後の展望

　黒田（2022）26）は，今後インクルーシブ教育をどのよ
うに進めていくべきかについて，「インクルーシブ教育が
国際社会からのトップダウンのイデオロギーとしてでは
なく，各国における教育に関する社会的文化的伝統に対
して，十分な柔軟性をもつ政策理念として，各国政府に
受け入れられることが重要である。（中略）国際規範を金
科玉条のように提示するだけではなく，各国の実情や個
別の学習者のニーズに適合した，その国なりのインクルー
シブ教育の導入努力を進めることで，インクルーシブ教
育の現場への定着はより確実なものになっていくであろ
う。」と述べている。
　各国において，その国のコンテキストに沿ったインク
ルーシブ教育の在り方を追求する必要がある。日本では，
早くから重度重複障害児の教育を保障し，教育分野に限
らず保健医療や福祉の分野とも連携してきたこと等から，
障害児に対する教育方法等の専門性や多職種連携のノウ
ハウ等は，今後のインクルーシブ教育の推進においても
活かすことができるであろう。そうした日本がこれまで
培ってきたものを活かしつつ，日本の状況にあったイン
クルーシブ教育の推進について検討していく必要がある。
　一方，日本においては，特殊教育から特別支援教育，
インクルーシブ教育システムと変遷していく中で，イン
クルーシブ教育を障害のある子どもの教育を中心として
議論することが多いが，国際的に見ると「障害」に限っ
たものではなく，一人ひとりの子どもは異なる存在であ
るという前提に立った上で，多様な教育的ニーズに応え
ていこうとするものである。さらには，「障害」を議論す
るさいに，器質的・生物学的な個人のものとする「個人

モデル」の考え方ではなく，社会現象として捉える「社
会モデル」の考え方を広く一般化していく必要もあるだ
ろう。すなわち，インクルーシブ教育の文脈において，
「障害」に限らない多様な教育的ニーズに対し，“子ど
も”を変えるのではなく，学校や制度といった，子ども
を取り巻く“環境”が変わることが求められているので
ある。宇野（2020）27）が指摘するように，日本ではこれ
まで「みんな一緒に」「同じようにできる」ことが重視さ
れる教育環境にあったとも言える。学校や学級という一
つの集団を構成している子ども一人ひとりは，誰一人同
じではない異なる存在であるということを前提としなが
ら，多様な教育的ニーズにどのように応えていくか具体
的に検討していかなくてはならない。文部科学省（2012）
12）の言う，「誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い，
人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社
会」である共生社会の形成を目指すのであれば，子ども
にとって小さな社会であると言える，“学校”も，「誰も
が相互に人格と個性を尊重し支え合い，人々の多様な在
り方を相互に認め合える全員参加型の学校」にする必要
があるのではないだろうか。
　また，他国と日本の取組と比較検討することは，日本
のインクルーシブ教育の推進について示唆を得ることに
も繋がるため，本稿ではイタリア，オランダ，アメリカ
合衆国の取組を概観した。今後は，例えば発展途上国等
の欧米諸国以外の諸外国の取組等も踏まえながら，日本
の強みを活かしながら，日本の状況にあったインクルー
シブ教育を検討していくことが必要である。
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